
公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 横浜北支部 細則 

 

 

第１章  細 則 

 

第１条 支部運営の円滑化を図るため、支部規約第３３条、４０条に基づき本細則を 

定める。 

 

第２章 総務会・専門部会、専門委員会、特別委員会 

 

第２条 １．総務会・専門部会、専門委員会、特別委員会は支部長の諮問に応じて 

      支部活動の充実を図る。 

    ２．総務会は支部長、副支部長及び専門部会長を以て構成し、支部事業の企画、

立案並びに各専門部会、専門委員会、特別委員会の連絡調整を行う。 

    ３．専門部会、専門委員会は、部会長又は委員長及び部員を以て構成し、夫々 

      の事項を分担する。 

     ①労務部会       労務管理に関する事項 

     ②安全部会       労働安全に関する事項 

     ③衛生部会       労働衛生に関する事項 

     ④広報部会       広報に関する事項 

     ⑤食災防専門委員会   食料品製造業の安全衛生に関する事項 

     ⑥産業保健専門委員会  健康の維持増進に関する事項 

 

    ４．特別委員会は、理事会が必要と認めたとき、臨時に設ける。 

      但し、分担事項はその都度定める。 

 

第３条 部会長、専門委員長及び部員は、役員の互選により選出し、支部長が委嘱する。 

 

第４条 総務会、専門部会、専門委員会は必要に応じて支部長が招集する。 

 

第５条  

 

１．特別委員会長及び各委員は、理事会の議決を経て、支部長が委嘱する。 

２．委員会の招集については第４条に準ずる。 

 

 



    第３章 会 費 

 

第６条  

１． 会費は、本部会費並びに支部会費を持って構成する。 

２． 本部会費は、支部会費より支払う。 

３． 年度の途中で入会する時は、月割りとする。 

４． 年度の途中で退会する場合は、返却はしない。 

 

ＮＯ． 構成人員 会 費（年間） 

１ １名 ～   ９名 １０，０００円 

２ １０名 ～  ３０名 １３，０００円 

３ ３１名 ～  ５０名 １９，０００円 

４ ５１名 ～ １００名 ２４，０００円 

５ １０１名 ～ ２００名 ３１，０００円 

６ ２０１名 ～ ３００名 ４０，０００円 

７ ３０１名 ～ ５００名 ５１，０００円 

８ ５０１名～１,０００名 ６６，０００円 

９ １,００１名～２,０００名 ８７，０００円 

１０ ２,００１名～３,０００名 １１２，０００円 

１１ ３,００１名～４,０００名 １４０，０００円 

１２ ４,００１名以上 １６５，０００円 

 

    本細則は、理事会の議決を経て改訂することができる。 

    但し、次の総会で改定内容を報告しなければならない。 

 

 

         制定日    平成元年４月２１日 

    

         一部改定日  平成９年４月１８日（金） 

 

改定日    平成２３年４月１日  

公益社団法人移行にともない改訂 

 


